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2023年 8月 21日 

ライオンズクラブ国際協会 337－A地区 

ＲＣ・ＺＣ 

クラブ会長・幹事・ＹＣＥ担当委員長 各位 

ライオンズクラブ国際協 337-A地区 

   地区ガバナー    中村 巧 

地区ＹＣＥ委員長 瀨戸口 瑛智 

 

2024年夏期 

Ｙ Ｃ Ｅ 派 遣 生 募 集 要 項 
 

１．募集期間 2023年 8月 25日～2023年 12月 31日 

２．願書提出先 リジョン地区担当ＹＣＥ委員・地区ＹＣＥ委員長経由ガバナー宛 

３．願書提出期限 2024年 1月 15日 

４．申込要領 ＹＣＥ派遣希望者予備選考（別紙様式）をスポンサークラブ会長、

幹事、ＹＣＥ委員長が行い、適格者をクラブ理事会の承認を経て、

1月 15日までに下記書類を揃えて提出する。 

① 「ＹＣＥスポンサークラブ申込書」(様式 4) 

② 「ＹＣＥ派遣希望者予備選考」(様式 2) 

③ 「ＹＣＥ派遣生願書」※派遣希望者が自署のこと(様式 3) 

④ 作文「ＹＣＥ派遣生を希望して」（日本語、Ａ４サイズ原稿用紙 800 字程

度） 

  ※派遣希望者本人が書いたものに限る 

５．選考日時・場所 2024年 1月 21日(日) 

時 間：受付 13：00 試験開始 13：30-16：00 

場 所：福岡サンパレス会議室 

     

６．選考方法 ① 英語ヒアリングテスト 

② 英会話テスト 

③ 面接（地区ＹＣＥ委員長及び地区ＹＣＥ委員） 

７．選考結果の通知 テスト後２週間以内にスポンサークラブ会長宛に通知する。このテ

ストによる合格者を派遣候補生とする。 

８．派遣生の決定 派遣候補生となった後、 

① 地区ＹＣＥ委員会が実施するオリエンテーション（2024年 

4月 21日、5月 12日、6月 2日、6月 16日、7月 7日、 

計 5回）に出席してください。 

② 地区ＹＣＥ委員会の最終審査によって適格と認められた者に、

ガバナーが承認を行い、派遣生として合格決定をする。 



 

 

９．派遣先・派遣期間 派遣国 期間 出発予定日 

ア メ リ カ 約 4週間 2024年 7月下旬 

ク ロ ア チ ア 〃   〃    

ト ル コ 〃 〃 

オ ー ス ト リ ア 〃   〃 

  シ ン ガ ポ ー ル 〃 〃 

そ の 他 〃   〃    

・地域その他の事情により変更になる場合があります。 

・必ずしも希望する地域を訪問することが出来るとは限りません。 

派遣先国及び派遣窓口MDと協議の上、可能な派遣先が決まります。 

１０．派遣生負担金 ① 旅費および小遣い 約１０万～３０万（派遣先により異なる・

スポンサー、リジョンにより異なる） 

② その他（ユニフォーム代など） 

＊スポンサークラブについては派遣候補生として合格後、オリエン 

テーション開催に要する費用並びに関係諸費用として５万円／名 

の納入をお願いしています。 

１１．資格 ① 出発日現在１６歳～２１歳、ヨーロッパは１７歳～２１歳。 

② 健康で、外国旅行に耐え得る体力を有していること。 

③ 訪問国における日常生活に困らないうえ、意思の疎通ができる

程度に外国語（原則として英語）の会話ができること。 

④ 国際ユースキャンプ参加者は、英会話の優秀なものに限る。 

⑤ 受入相手国の立場を考慮し、年令相当の良識とマナーを持って

いること。常識を逸脱した奇抜な身なりの者を除く。 

⑥ スポンサークラブを代表した親善大使の使命を果たすにふさわ

しい、明朗で外交性に富んだ性格であること。 

⑦ 本人の強い希望があり、ＹＣＥ事業をよく理解してＹＣＥのル

ールを遵守できること。 

１２．義務 ① 地区ＹＣＥ委員会の行う派遣ユースオリエンテーションに必ず

出席すること。もし健康上または学校等の理由にて欠席の場合

は、医師の診断書または学校長の証明を添付して、リジョン担

当地区ＹＣＥ委員に前もって届け出ておくこと。 

② 選考時の英語テストで成績の不十分な者は、英語教育機関にて

必ず勉強し、中間テストに合格すること。 

③ 派遣ユースは帰国後、自動的に３年間ＹＣＥ－ＯＢ会員とな

り、地区ＹＣＥ活動ならびに後輩の指導に協力すること。 

１３．次の場合は派遣資格取消しになる事もあります。 

 ① オリエンテーションに正当な理由なく欠席し、また真面目に勉

強する姿勢に欠ける者。 

② 派遣のための各調書、設問等に対し、虚偽の申告をした者。 

③ 地区が最終的に定めた派遣先に不満を持つ者。 

④ 地区が定めた出発日時、方法および帰国日時、方法について両

方または一方に勝手な行動をする意志を持っている者。 

⑤ 出発前に、クラブがスポンサーするにふさわしくない行動をと

る者。 

⑥ 派遣予定先の外国語の理解力、会話力が著しく劣る者。 



 

 

⑦ ＹＣＥ派遣のルールを誠実に理解せずまたは理解しようとしな

い者。 

⑧ 天災、人災による緊急事態が発生した場合。 

＊YCEの活動等、詳しくはHPをご覧ください。 http://yce337-a.org/ 

＊オリエンテーションの日程には、変更が出る場合があります。 

＊その他、ご不明な点がございましたら、地区YCE委員会宛に文書にてお問合せ下さい。 


